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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

「職場のハラスメントに関する 

実 態 調 査 」 の 報 告 書 が 

公 表 さ れ ま し た 
 

厚生労働省委託事業「職場のハラスメントに関す

る実態調査」（令和２年 10 月実施。調査実施者：

東京海上日動リスクコンサルティング株式会社）に

ついて、報告書が取りまとめられました。職場での

ハラスメントの予防・解決の参考にしてください。 

 

◆ハラスメントの発生状況・ハラスメントに関する

職場の特徴 

○過去３年間のハラスメント相談件数の推移につい

ては、パワハラ、顧客等からの著しい迷惑行為、妊

娠・出産・育児休業等ハラスメント、介護休業等ハ

ラスメント、就活等セクハラでは「件数は変わら

ない」の割合が最も高く、セクハラのみ「減少して

いる」の割合が最も高かった。 

○職場の特徴として、パワハラ・セクハラともに「上

司と部下のコミュニケーションが少ない／ない」、

「ハラスメント防止規定が制定されていない」、

「失敗が許されない／失敗への許容度が低い」、

「残業が多い／休暇を取りづらい」等の特徴につ

いて、ハラスメントを経験した者と経験しなかっ

た者の差が特に大きい。 

◆ハラスメントの予防・解決のための取組状況 

○パワハラ、セクハラおよび妊娠・出産・育児休業

等・介護休業等ハラスメントに関する雇用管理上

の措置として、「ハラスメントの内容、ハラスメン

トを行ってはならない旨の方針の明確化と周知・

啓発」および「相談窓口の設置と周知」を実施して

いる企業は８割程度だが、「相談窓口担当者が相

談内容や状況に応じて適切に対応できるための対

応」の割合は４割程度であった。 

○すべてのハラスメントにおいて、勤務先が「積極

的に取り組んでいる」と回答した者で、ハラスメ

ントを経験した割合が最も低く、「あまり取り組

んでいない」と回答した者は経験した割合が最も

高い。 

 

◆ハラスメントを受けた経験 

○パワハラ、セクハラおよび顧客等からの著しい迷

惑行為について、過去３年間での勤務先での経験

有無・頻度を聞いたところ、各ハラスメントを一

度以上経験した者の割合は、パワハラが 31.4％、

顧客等からの著しい迷惑行為が 15.0％、セクハラ

が 10.2％となった。 

◆ハラスメント行為を受けた後の行動、ハラスメン

トを知った後の勤務先の対応 

○ハラスメントを受けた後の行動として、パワハラ、

セクハラでは「何もしなかった」の割合が最も高

かった。一方、顧客等からの著しい迷惑行為では、

「社内の上司に相談した」の割合が最も高く、次

いで「社内の同僚に相談した」が高かった。 

○ハラスメントを知った後の勤務先の対応としては、

パワハラでは「特に何もしなかった」（47.1％）、

セクハラでは「あなたの要望を聞いたり、問題を

解決するために相談にのってくれた」（34.6％）、

顧客等からの著しい迷惑行為では、「あなたの要

望を聞いたり、問題を解決するために相談にのっ

てくれた」（48.6％）の割合が最も高かった。 

 

６月の税務と労務の手続 提出期限 
1 日 

○ 労働保険の年度更新手続の開始（労働保険事務組合

除く）＜7 月 10 日まで＞［労働基準監督署］ 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局

または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞［公共職業安定所］ 

○ 特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局また

は銀行］ 

30 日 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第 1 期分

＞［郵便局または銀行］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

の提出［公共職業安定所］ 

雇入時及び毎年一回 

○ 健康診断個人票［事業場］ 

み く に 便 り 
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みくには 

ハートに愛 

 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が本格的にはじまりました。 

1 日でも早く集団免疫が実現して、自粛要請のない生活を少しずつ取り戻して

いきたいですね。 

当社ＨＰでは新聞掲載コ

ラム（バックナンバー）

や各種セミナーのご案内

を随時発信しています。 

 


